
羽曳野市災害時応急対策業務協力業者公募要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、市民の生命及び財産を守る体制を強化するため、災害対

策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第２条に規定する

災害の発生又は発生のおそれがある場合において、被害の拡大防止と被害施

設の早期復旧などの応急対策業務にかかる羽曳野市又は羽曳野市水道事業

（以下「本市等」という。）からの要請等に対して、速やかに協力を得るこ

とができる建設工事業者及び建設コンサルタント等業者の公募について定め

るものとする。 

（応急対策業務内容） 

第２条 災害時における応急対策業務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。 

(１)建設工事に関する業務 

ア 人命救助又はその他防災作業のための障害物の除去作業 

イ 本市等が行う防災作業と連携する災害防御のための応急措置作業 

ウ 本市等が管理する道路施設、排水施設、水道施設及び公共建築物等の機

能確保に緊急を要する応急復旧作業 

エ 緊急を要する建設資機材又は労力の調達及び輸送 

オ その他本市等が必要と認める応急対策業務 

(２)調査・設計に関する業務等 

ア 本市等が管理する道路施設、排水施設、水道施設及び公共建築物等の被

災状況の調査（現地踏査、写真撮影、被災原因の推定等） 

イ 応急復旧工法の検討及び提案 

ウ 応急復旧工事の実施に必要となる設計図書（設計図、仕様書、数量計算

書等）の作成及び応急復旧工事の監理業務 

エ その他本市等が必要と認める応急対策業務 

（公募要件） 

第３条 公募する協力業者の要件は、申出書の提出時において、次の各号に掲

げる共通要件及び応募する業務区分ごとの要件を全て満たす業者とする。 

 



(１)共通要件 

ア 連絡体制要件 

常時通じる電話、ファクシミリ及びパソコンが事務所に備えられている 

こと。加えて、常時通じる携帯電話を携帯している連絡責任者とその者を 

補完する連絡者を定めることができること。 

イ 地方自治法施行令第 167 条の４第１項に該当する者でないこと。 

ウ 羽曳野市暴力団排除条例（平成 24 年羽曳野市条例第 17 号）第２条第２ 

号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当 

すると認められる者でないこと。 

(２)建設工事に関する業務の要件 

ア 登録要件 

最新の羽曳野市建設工事競争入札参加有資格業者名簿において、市内業

者又は準市内業者として登録を受けていること。 

イ 作業者要件 

３か月以上直接雇用している者が２人以上いること。(資格は問わな 

い。) 

ウ 建設機材・建設資材要件 

応募時点において、ダンプトラック（積載重量２ｔ以上）を１台以上、

バックホウ（バケット容量 0.13 ㎥以上）を１台以上所有（通年リース可）

し、かつ羽曳野市内に配備していること。加えて、応急対策業務に必要と

する資材を一定配備していること。 

エ 申出書の提出時において有効な建設業法第 27 条の 23 に規定する直近 

決算後の経営事項審査、かつ、総合評定値（Ｐ点）を受けていること。(審 

査基準日から１年７か月有効) 

(３)調査・設計に関する業務等の要件 

ア 登録要件 

最新の羽曳野市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加有資格者

名簿において、府内業者として登録を受けていること 

イ 技術者要件 

次のいずれかに該当すること。 

a ３か月以上直接雇用しており、技術士（建設部門－上下水道部門又は道 

路）又は RCCM（下水道又は道路）等の資格を有する技術者が２人以上い 



ること。 

b 建築士法 (昭和 25 年法律第 202 号) 第 23 条の規定により登録されて

いる大阪府知事の登録を受けた一級建築士事務所であること。加えて、３

か月以上直接雇用しており、一級建築士の資格を有する技術者が１名以上

いること。 

ウ 機材要件 

応急対策業務に必要な測量機器、パソコン、CAD ソフト等を備えている 

こと。 

（応募及び協定締結） 

第４条 応募の方法、協定の締結は次の各号のとおりとする。 

(１) 応募の受付告知は、羽曳野市広報紙及び羽曳野市ウェブサイトへの掲載

等において行うものとする。 

(２) 建設工事に関する業務への協力に応募しようとする者は応急対策業務 

協力業者申出書（様式第１-１号(建設工事用)）に、調査・設計に関する業 

務等への協力に応募しようとする者は応急対策業務協力業者申出書（様式 

第１-２号(調査・設計用)）に市長が必要と認める書面を添付して、羽曳野 

市危機管理部危機管理課へ提出するものとする。 

(３) 本市等は、受付期間内に有効に提出された応急対策業務協力業者申出書 

  により資格審査を行い、公募要件に合致した者と災害時における応急対策 

業務に関する協定を締結するものとする。 

(４) 協定を締結した者は、応急対策業務協力業者となる。 

(５) 応急対策業務協力業者は、災害時における応急対策業務に関する協定の

解除又は申出内容に変更が生じたときは、その旨を危機管理部危機管理課へ

報告するものとする。 

（公開） 

第５条 応急対策業務協力業者の名簿は、羽曳野市ウェブサイトにおいて公開

するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 応急対策業務協力業者が応急対策業務に要した費用は、本市等が負担

するものとする。 



（災害補償） 

第７条 応急対策業務により、応急対策業務協力業者の従事者がその者の責に

帰することができない理由により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となった場合は、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第

50 号）その他法令等の規定による補償等が行われる場合を除き、法第 84 条

第１項の規定による羽曳野市消防団員等公務災害補償条例（昭和 43 年条例第

439 号）中応急措置従事者に係る補償の規定を適用又は準用するとした場合

の補償の額を限度として、甲又は乙が災害補償を行うものとする。 

（第三者に対する損害）  

第８条 応急対策業務協力業者が応急対策業務の実施に伴い、本市等又は第三

者に損害を与えたときは、応急対策業務協力業者の責めに帰すべき事由によ

るものを除き、本市等と応急対策業務協力業者が協議し、その賠償をするも

のとする。  

（有効期間） 

第９条 協定の有効期間は、協定を締結した日から締結年度の３月 31 日までと

する。ただし、有効期間満了の２か月前までに、羽曳野市及び羽曳野市水道

事業又は応急対策業務協力業者から書面による解除の届け出がないときは、

有効期間満了の翌日から、更に１年間延長するものとし、以降においても同

様とする。 

    

附 則 

(施行期日) 

１ この要領は、令和３年１１月１２日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要領は、令和４年８月１日から施行する。  

 附 則 

(施行期日) 

１ この要領は、令和７年１２月３日から施行する。  

 


